
契約変更理由書 

神戸市 

 

工 事 名 
 

   上ヶ原浄水場工水急速沈澱池電気設備更新工事 

 契約変更後の請負概要 

1) 既設電気室から屋外沈澱池設備へ至る配線ルートの変更 

 

2) 配線ケーブルの追加 

 

3) 既設整流器盤の改造 

 

 

契約変更の理由 

1) 契約後に受注者が既設配線ルートを詳細に調査した結果、予定していた既設配線ルートに 

新設ケーブルが入線しきれないことが判明し、本工事で新設ルートを布設する必要が 

生じたため。 

 

2) 契約後に受注者が撤去予定の盤から送電されている負荷を詳細に調査した結果、原設計に 

含まれていない負荷があることが判明し、本工事で配線を追加することが 

     効率的であると判断したため。 

 

3) 契約後に受注者が既設盤接続部を詳細に調査した結果、既設整流器盤の端子台が小さい 

ことが判明し、本工事でこの端子台の取替を行う必要が生じたため。 
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